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最近思うこと 
 

電機連合 書記長  中澤 清孝 

 

『ポジティブな言葉のすすめ』 

「成績の優秀な生徒たちを集めたクラス」と

「成績の悪い生徒たちを集めたクラス」を作り、

それぞれのクラスの担任に逆のことを伝えクラ

スを担当させる。１年後「元々成績の良かった

生徒たちのクラス」の成績が下がり、「元々成績

の悪かった生徒たちのクラス」の成績は上がっ

たと言う。 

これは、米国の教育心理学者ローゼンタール

が提唱したピグマリオン効果の実験です。この

ような効果が起こる理由として、「人は常に相手

の期待に対し最も敏感に反応する」と説明して

いる。生徒は担任から自分にかけられる期待を

敏感に感じ、やる気を出して勉強に励む。つま

り、「やればできると心から信じることで人は伸

びる」のだという。因みにダメ出しの言葉等で、

やる気を失わせる効果をゴーレム効果と呼ぶ。 

ピグマリオン効果は、さまざまなスポーツの

世界でも多く使われている。日本のスポーツ界

も根性論やスパルタ指導から脱し、ピグマリオ

ン効果等を活用しながら、いかに選手のパ

フォーマンスを最大限に引き出すかに変わって

きている。さらにピグマリオン効果とあわせて

良く使われるペップトークがある。ペップトー

クは選手を励ますために指導者が試合前や大事

な練習の前に行なう短い激励のメッセージで、

語源はpep（元気）。ペップトークを満たす条件

は幾つかあるが、やる気の原動力となる「背中

をひと押しする言葉」が重要である。人はポジ

ティブな言葉で背中を押されると、自然とやる

気と行動のスイッチを入れることができるとい

う。 

さて、普段皆さんの職場ではどんな言葉が飛

び交っているでしょうか。よく考えてみると意

外にネガティブな言葉が多いことに気付くかも

しれません。ポジティブな思考や言葉は意識し

ないとなかなか出てきません。先輩として後輩

たちの可能性を伸ばし成長させるために、ピグ

マリオン効果やペップトークを活用してみては

いかがでしょうか。 

 

『変化への対応について一言』 

これまで組合員と直接顔を合わせ会話する中

で、お互いの理解を深め信頼関係を築き、組合

活動を展開してきた私たちは、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大によって、組合員と直接会っ

てコミュニケーションを深めるという活動を抑

制されました。各組織においても活動の持続性

に難しさを感じているのではないでしょうか。

そんな中、強く感じているのは、ニューノーマル

に対応した新たな手法やツール、アプローチが導

入されても「人と人のつながりを深め、信頼関係

を築いていく」ことについての希求をあきらめて

はいけないということです。以下は、先日発表さ

れた連合第19回私の提言の奨励賞に輝いた「岡  

明彦」氏の提言内容の一部です。 

「信頼関係を構築するために必要なのは『時

間』と『空間』の２つを相手に委ねること」、「コ

ミュニケーションにおいて最も大事なのは『同

じ時間を過ごすこと』であって、情報のやり取

りではなく『同じ時間を共有した』という実感

が親密さにつながる」、「親密になる理由は言葉

によるコミュニケーションの量ではなく、達成

した喜びなどの感情が共有されているから」 

私が最近、心の中で悶々とし感じていた違和

感が、岡氏の提言によって実によく整理され共

感を覚えました。 

現時点での考えを整理すると、①時間と場所

を超えての情報共有とコミュニケーションが図

れるなど、利便性・効率性に優れるオンライン

ツールと、②五感のフル活用により人間関係・

信頼関係を深めることに優れる対面でのコミュ

ニケーションを、いつ、どのような場面で活用

するのか、この使い分けが大切だと感じます。

また、オンラインツールの活用も単純に情報の

やり取りだけに終始せず、もう一歩踏み込んだ

人間関係の構築努力と、その積み重ねが必要で

はないでしょうか。 

電機連合70周年の節目の年に、皆さんととも

にこの難しい課題にしっかりと向き合い、新た

な時代の労働運動の構築に向けて進んでいきた

いと思います。 
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チェーンは、長く複雑であり、またグローバル

に展開されていることが特徴のため、CSRとい

う広範な活動に対する理解や進め方も企業に

よって大きな違いがみられ、多くのエレクロト

ニクス企業では、サプライヤーとの間でCSRに

関する共通理解を持つことや、コミュニケー

ションを深めることが容易ではないという問題

に直面しています。 

そこで、当会は、2006年に企業が共通的に利

用できるサプライヤーとのコミュニケーション

ツールとして「サプライチェーンCSR推進ガイ

ドブック」（以下、ガイドブック）を発行しまし

た。このガイドブックは、発行当時、業界の取

り組みとしては他業界に先行したものであり、

また当会の会員であるか否かにかかわらず利用

可能なものであったことから、業界を問わずサ

プライヤーとのコミュニケーションに課題をも

つ多くの企業で広く活用されていました。 

ガイドブック制定から十数年が経過し、CSR
委員会および傘下の責任あるサプライチェーン

WGにてメンテナンスの要否などについて検討

した結果、2006年以降の国際的なCSRに関する

社会的要請を踏まえ大幅な改訂を行うとともに、

名称も変更し、「責任ある企業行動ガイドライン」

（以下、ガイドライン）として、2020年３月に

改訂・発行するに至り、同年12月にはグローバ

ル対応のための英語版、中国語版も発行しまし

た。 

ガイドラインは、ガイドブックの考え方を継

承し、各企業においてサプライヤーに要請する

CSR項目を検討する際に、このガイドラインを

参考にして積極的なCSR活動を推進してもら

うことを目的に策定したもので、サプライヤー

のCSRを具現化するためのモデル行動規範と

して用いることができます。 

 

２．ガイドラインの概要・特徴、自己評価

シート 

ガイドラインは、以下の構成をとっており、

第１部、第２部は、企業が遵守すべき項目とそ

の管理方法に関する留意事項をまとめ、付属書

では、これらを解説しています。 

 

第１部 行動規範 

第２部 管理体制の構築 

付属書（Annex）  第１部行動規範、第２部

管理体制の構築の各項目の解説 

 

ガイドラインの作成に際して特に工夫・改善

したことは、解説（付属書）の内容の充実です。

行動規範の内容だけではなく、背景、行動規範

の解説、用語の解説を加えることで、行動規範

の内容が具体的にどのようなことを指していて、

何に留意しなければならないのか（取り組まな

ければならないのか）などを理解しやすくしま

した。「人権・労働」に関する内容については、

数多くある項目の中でも特に重要であるため、

解説を多く記載するとともに、ILO駐日事務所

の協力を得て、国際労働基準をはじめとした国

際文書などとの整合性の確保を図りました。ま

た、参考資料として、RBA（Responsible 
Business Alliance）の行動規範の項目とガイド

ラインの比較表も用意しています。 

ガイドラインの発行後、このガイドラインを

人権デュー・ディリジェンスのサイクルを回す

ためのツールの一つとして、多くの企業で標準

的に使用できる形にし、回答を依頼する企業な

らびに回答するサプライヤー双方の負担を軽減

し、効率よく実践することに寄与したいという

目的の下、ガイドラインに基づく自己評価シー

トを作成しました。自己評価シートは、目的に
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応じて２種類を用意しており、一つは、2021年

３月発行の「責任ある企業行動ガイドライン 自

己評価シート」（通称：簡易版）です。この簡易

版は、ガイドラインの各項目に対する取組み状

況を１項目１問（約40問）で問うもので、取り

組み状況を大まかに把握することができ、また

サプライヤーのCSRに対する理解向上に繋が

ることが期待されます。もう一つは、2021年９

月発行の詳細版で、ガイドラインの内容から約

170問を厳選して設定し、具体的な質問に対して

「はい」「いいえ」で回答する形式になっており、

具体的な事象をもとに、その企業が責任ある企

業行動を行っているかを、より明確に自己評価

できるようにしています。設問の設定に際して

は、近年のNGOによるグローバルなSAQ（Self-
Assessment Questionnaire）の広がりを踏まえ、

これらのSAQの内容も参考にした上で、日本の

法律や実態にそぐわない内容や設問数を考慮し、

日系企業を中心としたサプライヤーが取り組む

べき項目を抽出しました。これらの二つの自己

評価シートも、ガイドラインと同様に多言語（日

本語、英語、中国語）で用意しています。 

ガイドラインおよび自己評価シートの発行後、

会員企業におけるガイドラインに準じた内容で

の自社のサプライヤー向けガイドラインの改訂、

自己評価シートを利用した自社のサプライヤー

向けアンケート実施等の動きがあるほか、会員

外の企業や他業界の企業からのアクセスや問合

せも多くあり、ガイドライン活用の広がりを感

じています。 

３．ガイドラインの普及・導入に向けた取

組み 

昨今のコロナ禍において、企業は改めてサプ

ライチェーンの強靭化などの対策が求められる

とともに、前述のとおり、「人権尊重」も強く求

められる機会が増えています。各国において人

権デュー・ディリジェンスの法制化の動きも活

発化しており、また欧米企業を中心にサプライ

チェーン上のサプライヤーにおける人権

デュー・ディリジェンスを取引先に求めるも動

きも益々盛んになっています。日本においても、

2020年10月に策定された｢ビジネスと人権｣に関

する行動計画（NAP:National Action Plan）
により企業への期待が明文化され、2022年９月

には、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」が策定され、企

業に求められる具体的な取組みの内容が示され

ました。 

このような背景を踏まえて、当会では業界共

通で取り組むべき活動として主に次の３テーマ

に取り組んでいます。これらの取組みの推進に

際しては、多くの知見が必要であるため、国内

外の先進事例から学ぶとともに、関連国際機関、

行政諸機関、関連団体、弁護士などの専門家の

協力を適宜得ながら活動し、企業における「ビ

ジネスと人権」の国際的なガイドラインの実践

の推進、企業負担の軽減、リスクマネジメント

の強化、日本の産業界の国際的な信頼向上に貢

献していきたいと考えています。 

◆サプライヤーへの教育・啓発活動 

前述のとおり、企業は、ステークホルダーか

ら取引先を含めたサプライチェーン全体におけ

るCSR調達の推進、人権デュー・ディリジェン

スが求められていますが、「ビジネスと人権」へ

の取組みの重要性・必要性を十分理解していな

いサプライヤーがまだ多く存在し、サプライ

チェーン全体への啓発推進が業界共通の課題と

なっています。１社単独での取り組みには限界

があるため、業界として取り組むことで幅広い
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企業活動における人権侵害を撲滅する仕組みと

して、この「人権デュー・ディリジェンス」が

提唱され始め、以降、義務化・法制化を含めた

国際社会での取り組みが活発になってきていま

す。 

特別なステークホルダーとしての従業員、

労働組合 

そのような状況下において、私たち労働組合

の役割はどこにあるのでしょうか。それを紐解

く前に今一度、「人権デュー・ディリジェンスの

定義」を確認したいと思います。 

 

■金属労協による人権デュー・ディリジェンス

の定義 

企業活動における人権侵害を撲滅するため、

企業が最大限の仕組みづくりと継続的な努力

を行うこと。 

 

そして具体的には、すべての企業において以

下の「プロセス」を整備し、実施することを意

味します。 

 

■金属労協による人権デュー・ディリジェンス

の「プロセス」 

①人権侵害が絶対に起こらないよう、企業と
しての方針を確立する（コミットメント）。 

②発生している人権侵害や、発生する危険性
のある人権侵害を徹底的に洗い出す（特定
する）。 

③発生している人権侵害を是正し、再発防止
を徹底する。発生する危険性のある人権侵
害を防止する対策を策定し、徹底する。予
見・防止できなかった人権侵害に迅速に対

処する。 
④人権侵害を受けた者に対し、謝罪、被害回

復または地位復帰、適切な補償を行う。 
⑤人権確保の状況や、人権デュー・ディリジェ

ンスの取り組み状況について、調査・追跡
検証を行い、評価し、報告し、監査を受け
る。 

⑥人権確保の状況や、人権デュー・ディリジェ
ンスの取り組み状況について、公表する。 

このように「定義」や「プロセス」に着目す

ると、私たち労働組合の役割も少し見えてきた

かと思います。 

人権侵害は労働災害と同様、被害者の心身を

傷つけ、生活基盤を損ない、場合によっては生

命をも奪う危険性があります。責任のある者は、

損害賠償や刑事責任を問われることにもなりま

す。人権デュー・ディリジェンスは、いわば安

全衛生委員会を設置し、安全衛生教育やリスク

アセスメントなどを徹底している労働災害防止
と同様の取り組みで、人権侵害が発生する芽を
摘み取り、人権侵害を撲滅すること、と言うこ

とができます。 

 

そして、人権デュー・ディリジェンスの最大

の特徴は、企業が、 

○ステークホルダーとの情報交換や協議を通じ、 

○なかでも、取引先などバリューチェーン企業

と相互に人権の状況を点検し合い、人権確保

を要請し合うことを通じて、 

○その活動における人権侵害を撲滅する 

ことにあります。その「プロセス」の実施に

際しては、社内外のステークホルダーとの情報
交換や協議が必須となります。 

 

さらに、当然のことながら、従業員もステー
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クホルダーの一部です。ただし、以下のような

理由から、従業員は他のステークホルダーとは
異なる特別な存在であり、労働組合はその代表
として、人権デュー・ディリジェンスにおいて
特別な役割を果たしていく必要があります。 

 

■ステークホルダーの中で従業員、労働組合が

特別な存在である理由 

○事業活動の担い手であること。 

○職場における人権の確保には、現場の従業
員の持つ情報の活用と従業員の積極的な行
動が不可欠であること。 

○従業員は、人権侵害の被害者にも加害者に
もなり得ること。 

○労働組合は、企連（企業グループ労連）や
産別などの活動を通じて、バリューチェー
ン企業の労働組合と密接な関係を構築して
いること。 

○グローバルなバリューチェーン全体での人
権確保には、国際労働運動のネットワーク
を通じた情報が不可欠であること。 

○取引先における人権の状況の点検に関して
は、企業は、監査・認証サービス機関を活
用していくことになるが、そうした第三者
機関による情報を補完するため、労働組合
経由のナマの情報が一層重要となること。 

○労働組合は、「社会正義を追求」し、「自由、
平等、公正で平和な社会を建設」する組織
であること。（連合「綱領」より） 

 

 

 

労働組合として果たすべき役割 

これらの整理を踏まえたうえで、改めて「労

働組合として果たすべき役割」について確認し

ていきます。 

「責任ある企業行動のためのOECDデュー・

ディリジェンス・ガイダンス」では、以下のよ

うな具体的な役割を例示しています。 

・デュー・ディリジェンスのプロセスの設計お
よび実施に参加する。 

・労働組合が関与する苦情処理の仕組みを構築
し、関与する。 

・業種、地域、または企業固有の人権侵害リス
クについて、情報提供を行う。 

・人権侵害の被害者の代表、もしくは代理の立
場に立って、企業と協議し、関与する。 

・海外現地法人やバリューチェーンなどで発生
する「結社の自由・団結権・団体交渉権」を
めぐる問題に関与する。 

・これらを行うため、ＧＦＡ（グローバル枠組
み協定）注１などを締結する。 
 

（注１）GFA（グローバル枠組み協定） 

結社の自由・団体交渉権、強制労働の禁止、児童労

働の廃止、差別の排除、安全で健康的な労働環境とい

う５分野の中核的労働基準を世界中のグループ企

業、バリューチェーン企業であまねく遵守していく

ため、企業、企業の母国の労働組合、GUF（国際産

業別労働組合組織）の三者が、中核的労働基準の遵

守、その実効性の確保、モニタリングの実施、迅速な

問題解決に関して合意し、約束し、宣言し、実践する

仕組み。 
 

こうしたことから、人権デュー・ディリジェ

ンスにおける労働組合の役割については、次の

ような３本柱として整理できます。ただし中小
企業などの場合には、会社側に対し、まずは人
権デュー・ディリジェンスの中身と実施の必要
性について情報提供し、迅速な取り組みを促す
ところからはじめなくてはならない場合もあり

ます。 
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『菜根譚』の教えに学ぶ労働組合役員の心得 
儒教・道教・仏教の教えがブレンドされた処世訓 

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター 理事 石原 康則 
（三菱電機関連労働組合連合会 元会長） 

 

はじめに 

『菜根譚』という古典に出会って、かれこれ

40年になる。そのきっかけは、ある新聞のコラ

ム欄に『菜根譚』が引用されていたのを見て、

さっそく書店で購入し、その後、虜（とりこ）

になった。以来、『菜根譚』は、私の座右の書で

ある。 

私は、悩んだときや壁にぶち当たったとき、

思うように物事がはこばなかったときや人間関

係で行きづまったときなど、この書を手に取っ

てぺらぺらとめくることにしている。もちろん、

人生の虎の巻ではないから、そこに明快な答え

が書かれている訳ではない。しかし、何かしら

の助言を与えてくれるようで、今日では手放せ

なくなっている。 

ところで、22年の今夏、電機連合は役員改選

期であった。また構成組合の多くも改選期だっ

たに違いない。そこで、新役員の方々に（とく

に新役員と断る必要もないのだが）推奨したい

図書がある。それが私の座右の書の『菜根譚』

である。この「以心伝承」欄のテーマにふさわ

しいかどうか疑問がないわけではないが、今回、

『菜根譚』の紹介と労働組合役員の心得の一端

について述べたいと思う。 

１．『菜根譚』とは 

『菜根譚』の著者は「洪自誠」で、四川省新

都県の出身という以外は詳しいことは分かって

いない。ただ、官吏登用試験である科挙にも受

かった優秀な役人で相当な地位にあったが、皇

帝のでたらめな政治や民衆そっちのけの権力争

いに嫌気がさしてこの道から身を引いたか、も

しくは時の幹部の逆鱗に触れて干されてしまい、

田舎に隠遁した人という人物像が浮かびあがる。 

『菜根譚』が書かれたのは、明代の万歴年間

（明14代皇帝神宗の年号）とされる。万歴年間

は1573年から1619年で、当時、中国では、政治

システムや法体系が、一応、完成していたが、

明代後期となると朝廷では宦官の専横を許して、

政治は混迷を深めるばかり。また、モンゴル族

や倭寇といった外敵に悩まされて、万里の長城

の補修など国を守るための経費が膨らみ財政も

破綻する。そこで、たびたび増税して人民を苦

しめたが、それも官僚たちの私腹を肥やすばか

りで、農民の暴動や反乱、一揆等があちこちで

起こっていた、そういう内憂外患の時代であっ

たのだ。 

『菜根譚』は箴言集で、一つの文章は三行か

ら長くて五行程度の短文。多くは二句または三

句の対構造となっており、リズミカルで響きが

いい。手元の、今井宇三郎訳注『菜根譚』（岩波

文庫、2007年）では、前集222項、後集135項、

計357項から構成されている。 

題名の「菜根」は、宋（1000年ころ）の時代

の「汪信民」の語で、「人ヨク菜根ヲ咬ミエバ、

則チ百事ナスベシ」というのがあり、そこから

命名された。菜根は堅くて筋が多いので、これ

をよく咬みうる者は、ものの真の味を味わいう

以心伝承 

組合役員に伝えたいこと（歴史や
想いなど）をテーマに様々な分野
について執筆していただきます 
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労働組合役員は、主義、主張がころころ変わ

るようでは組合員からの信頼は得られない。ま

た、組合員の声だからといって、すべてを受け

止め振り回されているようではいけない。『菜根

譚』は、信念がなければ役員として失格である

と警鐘を鳴らす一方、右顧左眄せず固い信念を

持って立ち向えば、何事も不可能なことはない

と諭す。 

■議論や討論の姿勢 

「群疑に因りて独見を阻むことなかれ。己が

意に任せて人の言を廃することなかれ。小恵

を私して大体を傷ることなかれ。公論を借り

て以て私情を快くすることなかれ（毋因群疑

而阻獨見。毋任己意而廢人言。毋私小恵而傷

大體。毋借公論以快私情）」＜前集130＞ 

労働組合運動において討論や議論は欠かせな

い。労働組合は民主的な組織だからである。そ

の場合、多くの人々から反対されたからといっ

て、自分が正しいと信ずる意見を簡単に引っ込

めてはならない。また、自分の意見だけを正し

いとして、人の意見を無視、排除してはならな

い。えこひいきして全体の利益や大局を損なっ

てはならない。個人的な感情をはらすために、

世論の力をかりてはならないと『菜根譚』は戒

める。 

■手抜かり、投げやりは禁物 

「小処に滲漏せず、暗中に欺隠せず、末路に

怠荒せず。纔に是れ個の真正の英雄なり（小

處不滲漏、暗中不欺隠、末路不怠荒。纔是個

眞正英雄）」＜前集114＞ 

労働組合役員の行動規範として『菜根譚』が

厳しく警告するのは、些細なことだからといっ

て手抜かりしない、人が見ていないからといっ

てごまかさない、落ち目だからといって投げや

りにならないということである。これを守って

いれば、組合員の信頼や支持を得られるだろう。

組合員の目は、四六時中、組合役員に注がれて

いることを覚悟しておく必要がある。 

■何事も冷静に対応 

「冷眼にて人を観、冷耳にて語を聽き、冷情

にて感に当たり、冷心にて理を思う（冷眼觀

人、冷耳聽語、冷情當感、冷心思理）」＜前集

203＞ 

労働組合役員として大切なのは、何事におい

ても感情的になって熱くなったり、切れたりし

ないことである。また、組合員に対し攻撃的で

高圧的な態度で接するのも厳禁である。いかな

る事態においても、冷静、沈着を旨として対応

したい。 

■条文の背景や精神を読む 

「人は有字の書を読むを解して、無字の書を

読むを解せず。有絃の琴を弾ずるを知りて、

無絃の琴を弾ずるを知らず（人解讀有字書、

不解讀無字書。知彈有絃琴、不知彈無絃琴）」

＜後集８＞ 

歴史ある労働協約や規則集は、折々の労使交

渉等を経て条文化されてきたものである。だか

ら、機微な労使関係は文字・条文に表現されて

いない部分も多く、その背景にあるものを理解

しなければ分かったことにはならない。また、

無絃の琴の如く、組合員の声なき声に耳を傾け

るという誠実な姿勢も忘れてはならない。 

■人事を尽くして天命を待つ 

「縄鋸も木断ち、水滴も石穿つ。水到れば渠

成り、瓜熟せば蔕落つ（縄鋸木断、水滴石穿。 

水到渠成、瓜熟蔕落）」＜後集110＞ 

つるべ縄も長い間には、のこぎりと同じく井

げたの木を切るし、あまだれも長い年月を経る

と、軒先の固い石でも穴を開ける。だから、道

を学ぶ者はたゆまぬ努力をすることである。 
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また、水が流れば自然にみぞができ、瓜が熟す

と自然にへたが落ちる。このように道を悟ろう

とする者は、むしろ自然のなりゆきに任せてそ

の時期が来るのを待つがよい。『菜根譚』は、結

論を急いだり、結果だけを追い求めたりする態

度を嚴に戒めるのである。 

結びに代えて 

『菜根譚』のファンのすそ野は広い。経営者

では東急創業者の五島慶太氏が信奉し、『ポケッ

ト菜根譚』（實業之日本社、初版は戦前）を出版

されている。また、夏目漱石の『草枕』や太宰

治の『晩年』「葉の章」にも登場するように、文

豪にも『菜根譚』は愛読された。 

元総理大臣の小泉純一郎氏は、『文藝春秋』

2018年１月号で、「私は昔から『菜根譚』の「不

如省事（事省くにしかず）」という言葉が好きな

んだ。人間はついつい余計な仕事を自分でつく

って、自分の首を絞めてしまう。仕事はできる

だけ省くほうがいい」と述べ、同じ号で笹川陽

平氏は、「『菜根譚』といえば、私の父（笹川良

一氏）も少年期に読んで、戦後、A級戦犯として

巣鴨プリズンに入る時にも携えていった中国の

古典です。あれが帝王学の伝授だったと気づく

までには随分時間を要しました」と語っている。

また、プロ野球の野村克也氏も『野村克也の「菜

根譚」』（宝島社、2013年）を出版されているよ

うに、『菜根譚』は人気の書なのである。私が、

『菜根譚』を労働組合役員に勧める理由がここ

にある。 

経営の対象は物やサービスであるが、労働組

合運動の対象は人間である。人間を対象とする

労働組合役員には、人生訓を説いたこの書の教

えに触れてほしいとの思いを込めて、今回、紹

介したものである。『菜根譚』には味わいがある。

噛みしめれば噛みしめるほど、その味わいが深

まる。労働組合運動の今を担う役員に、処世訓

として読み継がれているこの書を、くつろぎの

ほんのひとときにでも手に取っていただければ

望外の喜びである。 
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(%)
電機連合計  

(N=482)

共同調査計  

(N=1816)

いずれも男性が女性を大きく上回る。共同調査計

でも配偶者、子ども「あり」の割合は男性が女性

を大きく上回るが、女性の配偶者「あり」の割合

は電機連合が共同調査計を 16 ポイント上回って

おり、女性の既婚者の割合が多い。 

次に、はじめて組合業務に携わるきっかけにつ

いてみると、「組合役員に勧められて」（36.5％）

や「順番で」（28.4％）が多く、「自ら率先して」

（1.7％）はわずかである。前回調査と比べると、

「組合役員に勧められて」が７ポイント上昇した。

共同調査計との比較では、電機連合の方が「順番

で」が７ポイント多くなっている。 

また、組合役員を引き受けた主な理由（３つ以

内選択）では、「つきあいや接する情報の範囲が広

がり、視野が開ける」（66.8％）が際立って多く、

以下比率は大きく下がり、「交渉力や折衝力、管理

能力など職場では身につけにくい能力の取得に

役立つ」（30.1％）、「ことわる理由がない」（同）、

「なんとなく面白そう」（24.9％）が２～３割で続

いている（第１図）。共同調査計との比較では、電

機連合は「職場では身につけにくい能力の取得」

や「なんとなく面白そう」の比率が高い。 

前回調査と比べると、「出身職場の声を反映し

たい」が減少し、「なんとなく面白そう」が増加し

ている。性別にみると、「接する情報が広がり視野

が開ける」が多数を占める点は共通しているが、

男性は女性に比べて「職場では身につけにくい能

力の取得」が多いのに対し、女性は「ことわる理

由がない」、「なんとなく面白そう」で男性を上回

る。 

 

第１図 組合役員を引き受けた主な理由（３つ以内選択） 
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２．組合役員としての意識 

－高い育成実感の一方で、仕事への影響、

組合役員としてのキャリアに悩み－ 

組合役員として育成されている実感の有無を

みると、「大いにある」（21.0％）は２割程度であ

るが、これに「ある程度はある」（52.3％）を合わ

せると、育成実感が＜ある＞は 73.2％に及ぶ。こ

の割合は、前回（77.9％）をやや下回るものの、

共同調査計（64.9％）に比べて８ポイント多い。

育成実感が＜ある＞は男性 72.9％、女性 75.4％

とともに多数を占める。 

今後の組合役員の継続については、「どちらと

もいえない」（32.4％）が３割強を占めるものの、

「続けてやりたいと思う」が 22.8％、「他にやる

人がなければやってもよい」が 26.6％となってい

る。これらは、前回調査、そして共同調査計と概

ね共通した結果である。なお、「続けてやりたいと

思う」は、前回調査では、男性 23.5％、女性 8.9％

と女性が男性を 15 ポイント下回っていたが、今

回は女性が 29.8％と男性（21.9％）を８ポイント

上回っている。 

次に、組合活動で感じる悩みや不満（複数選択）

をみると、「組合業務のために、自分の時間や家庭

生活が犠牲になっている」が 38.2％と最も多く、

これに「仕事が忙しくて組合業務ができない」

（35.5％）、「組合役員を続けると仕事や職場の変

化についていけなくなる」（32.8％）、「組合業務が

忙しくて仕事に支障をきたす」（28.8％）、「代わり

の人がいないので役員をやめられない」（28.8％）

などが続いている（第２図）。 

 

第２図 組合活動で感じる悩みや不満（複数選択） 
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電機連合計  （2014年調査）  

「自分の時間や家庭生活が犠牲になる」は電機

連合、共同調査計ともに第１位にあげられている

が、いずれも前回調査に比べると比率は低下して

いる。これは、コロナ禍における組合活動の制約

が影響していると考えられる。また、「仕事や職場

の変化についていけない」は電機連合が共同調査

計を 15 ポイント上回っている。加えて、「組合が

忙しくて仕事に支障をきたす」、「代わりがいない

のでやめられない」、「今後の組合役員の将来が心

配」などでも電機連合が共同調査計を上回ってお

り、組合活動による仕事への影響とともに、組合

役員としてのキャリアに対する悩みや不満を抱

えている組合役員が相対的に多いことが確認で

きる。 

３．コロナ禍における労働組合活動の変化 

－日常的な活動が変化、オンライン活用

が進む中で、組合内部でのコミュニ

ケーション不足が課題－ 

第３図は、職場の取り組みについて、「日常的に

行っている」割合を前回調査と比較したものであ

る。まず、今回調査の結果をみると、［組合の動き

などに関する組合員への報告や伝達］、［機関誌や

ビラなどの発行］は４割強、［各種相談活動］が３

割、［共済への加入の働きかけ］、［職場環境や安全

衛生などのチェックを行うための職場巡回］が２

割程度となっている。これを前回調査と比較する

と、［機関誌やビラなどの発行］が 12 ポイント減

少しているほか、［職場環境をチェックする職場

巡回］や［組合行事などの開催］でも比率に低下

がみられ、コロナ禍において、日常的な組合活動

に変化が生じたことがうかがわれる。 

 

第３図 職場での取り組み状況 

―「日常的に行っている」割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、コロナウイルス感染症拡大により、労働

組合活動においてもオンライン化が進められて

きたが、電機連合では、オンライン会議システム

を「活用していない」は 3.3％と共同調査計

（18.8％）を大きく下回り、オンライン会議シス

テムが積極的に活用されていることがわかる。な

かでも、７～８割が「組合役員間の会議・打ち合

わせ」や「職場集会・対話会」、６割強が「学習会

や勉強会」にオンライン会議システムを活用して

いると回答している。オンラインツール活用によ

るメリットについては、「時間を有効に使えるよ

うになった」が６割と最も多く、これに「これま

で参加が難しかった組合員が参加してくれるよ

うになった」、「組合役員間の会議や打ち合わせな

どがやりやすくなった」、「機関誌や会議資料など

のペーパレス化が進んだ」が５割を占める。こう

した結果は概ね男女で共通しているが、女性は

「組合活動と、仕事や家庭生活と両立しやすく

なった」が４割強を占め、男性を 10 ポイント以上

 
電機連合ＮＡＶＩ №84（2022年Ⅳ号） 

 

－33－



 

4
8
.
3

4
7
.
3

3
0
.
7

2
5
.
7

2
1
.
2

1
9
.
9

1
4
.
1

1
1
.
6

1
0
.
0 6

.
6

2
.
1

1
4
.
7

1
.
9

2
5
.
6

3
2
.
2

1
8
.
6

1
3
.
5

1
7
.
8

1
0
.
8

1
1
.
0

1
1
.
6

9
.
1 5

.
8

3
.
5

2
9
.
6

5
.
0

0

10

20

30

40

50

60

職
場
の
様
子
が
わ
か 

り
に
く
い

 

組
合
員
間
で
交
流
す 

る
機
会
が
減
る

 

組
合
員
の
意
見
要
望 

を
把
握
し
づ
ら
い

 

次
の
役
員
候
補
を
見 

つ
け
る
の
が
難
し
い 

組
合
役
員
間
の
意
見 

交
換
が
し
づ
ら
い

 

仕
事
の
引
き
継
ぎ
や 

役
員
育
成
が
難
し
い 

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
を
持
つ 

役
員
に
仕
事
が
集
中 

レ
ク
や
学
習
会
の
参 

加
数
が
減
っ
て
い
る 

設
備
の
設
置
や
利
用 

に
コ
ス
ト
が
か
か
る 

会
議
資
料
の
作
成
な 

ど
の
手
間
が
増
え
る 

そ
の
他

 

悩
み
や
苦
労
し
て
い 

る
こ
と
は
特
に
な
い 

無
回
答

 

(%)
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上回っている。一方、オンライン活用による悩み

をみると、「悩みや苦労していることはとくにな

い」は１割台半ばにとどまり、多くがオンライン

を活用した活動に苦労していることがわかる（第

４図）。具体的には、「職場の様子がわかりにくく

なっている」と「組合員間で話したり交流したり

する機会が減っている」がともに５割近くと多く、

これに「組合員の意見や要望を把握しづらくなっ

ている」、「次の役員候補を見つけるのが難しく

なっている」、「組合役員間の意見交換がしづらく

なっている」が２～３割で続いており、組合員と

組合役員、組合員間、組合役員間といった組合内

部のコミュニケーションにかかわる課題が上位

にあげられている。また、これらの課題は、共同

調査計に比べて、比率が高い。 

 

第４図 組合活動におけるオンラインツール活用で悩んでいることや苦労している点（複数選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．組合役員の育成に対する意識 

－［色々な業務を経験すべき］が多数、オ

ンライン活用の一方で過半数が［人と

会うことが基本］－ 

最近経験したことについての設問で、「執行部

へのなり手がいない」を＜経験した＞割合は

74.7％と多数に及び、前回調査（64.8％）を 10 ポ

イント上回った。同様に、「組合の役員になること

が、以前ほど企業内で魅力あるキャリアではなく

なっている」について＜経験した＞割合も前回調

査から８ポイント増加（63.4％→71.6％）してい

る。こうした傾向は、共同調査計でも共通してお

り、労働組合全体として組合役員のなり手不足の
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ウエルビーイングはまず高賃金から 
 

ジャーナリスト 森 一夫   
 

「ウエルビーイング経営」に取り組む企業が増え

ている。従業員の心身を健全に保ち幸福感を高める

ことを目指す経営である。英語のwell-beingはラン

ダムハウス英和辞典によると、「よい［満足すべき］

生活状態、健康で幸福で繁栄している状態」という

意味である。もし実現できれば、自ずと生産性が上

がり、業績が伸びて企業価値は向上する。企業が注

目するのはうなずける。 

従業員を大切にする考え方は元来、いわゆる日本

的経営の要素だったはずである。しかしこのところ

さまざまな国際比較調査で、日本人は仕事に対する

意欲が低いとの結果を示されて、「ウエルビーイン

グ」への関心が高まったのだろう。 

方法は、従業員の心身の健康維持をはかる健康経

営や、ワーク・ライフ・バランスの改善、風通しの

良い職場づくりなど、多様である。従業員の幸福感

や満足感を調査して、意識を高める研修や個別面談

を取り入れるケースもある。まことに結構なのだが、

きれいごとになる恐れはないか。 

身体的な健康はデータで測れるが、「幸福」は客観

的な基準がない。何が幸せかは人それぞれ異なる。

企業にできるのは、個々人が幸福を追求しやすいよ

うに環境を整備することだろう。営利法人である企

業にとって、従業員を経済的に豊かにするのはもと

もと重要な役割である。 

米国のギャラップ社はウエルビーイングを５つ

の要素に分けている。キャリア形成や人間関係など

の満足感のほかに、特に注目したいのは、「フィナン

シャル・ウエルビーイング」である。つまり納得の

いく収入が得られて、経済的に安定して満足できる

状態が欠かせない要素なのである。これを看過して

「心を豊かに」と言われても、普通の人には無理な

注文だろう。 

経済協力開発機構（OECD）の統計によると、2021

年の日本の平均賃金は39,711㌦で、米国の約53％で

ある。またドイツの約71％、韓国の93％にとどまる。

約30年、日本では賃金がほとんど上がらなかった結

果である。 

星岳雄東京大学教授は７月28日付日本経済新聞

で「賃金が上がらない理由には、日本の労働者・労

働組合が賃上げを要求しないという文化的要因も

あるようだ」と指摘している。 

その根拠にしたリクルートワークス研究所の「５

カ国リレーション調査」（2020年）は示唆的である。

賃金決定要因として「１番目に影響が大きいもの」

に対する答（複数回答）をみると、「個人と会社の個

別交渉」は米国26.8％、フランス29.2％、デンマー

ク26.1％、中国25.3％と軒並み高いのに、日本は

6.8％である。「労働組合と使用者の団体交渉」も日

本は5.6％で一番少ない。日本の最も多い回答は「わ

からない」の23.8％で、他の４カ国の0.5～7.9％と

はけた違いに多い。 

「現在の給与」に「とても満足している」は、日

本は2.6％で、米国の23.6％をはじめ他の４カ国と

比べて極端に少ない。「とても不満である」「不満で

ある」の合計も日本は34.3％と他国を大きく上回る。

これでは労働意欲は高まらない。精神的なウエル

ビーイングも大切だが、経済的ウエルビーイングの

改善こそ急務ではないのか。 

高能率・高賃金こそ王道である。ソニーの創業者、

井深大氏は1933年に大学を卒業して入社したPCL
（写真化学研究所）で、初任給が約束した月給60円

より10円少なかったので、直ちに所長に抗議した。

翌月から60円になり、毎月のように昇給して「入社

した年の12月には本給90円の高給取りになってい

た」（『私の履歴書』）。今や人材投資は切実な経営課

題である。秀でた能力を持つ高度人材は、国際的に

争奪戦になっており、低水準の報酬では獲得できな

い。このため賃金を大幅に引き上げようとする企業

もようやく出てくるようになった。 

ホンダの創業者、本田宗一郎氏は「（社員の）プラ

イドを支えるだけの世界水準の給料を出してやら

なければいけない。また出させるように仕向けてい

くのが経営者の責任じゃないか」（『俺の考え』）との

言葉を残している。ウエルビーイング経営はまず高

賃金からである。
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